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医療機能情報提供制度について

医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報
（医療機能情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、
わかりやすく提供する制度

創設前

医療機関等の広告
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報

※ 医療機関等からの
任意情報

院内掲示 等

現行制度

（平成19年4月～）
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医療機関等管理者
は、医療機能情報
を都道府県に報告

集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供
医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言

医療機能情報を医療機関等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可）
正確かつ適切な情報の提供（努力義務）
患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務）

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等）

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等）

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）

① 必要な情報は一律提供
② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供
④ 相談助言機能の充実

視点

医療機能情報の具体例

医療機関等に関する
情報を入手する手段
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前回の検討会での議論

構成員の主なご意見（概要）
・ 外国人患者への「総合的対応の実施の有無」について、病院以外は義務を課すまで
ではないというのには異論はないが、地元のクリニック、歯科医院はそれなりにきちんとやっ
ていたりする。義務化しないと公平ではないのかもしれないが、積極的に取り組んでいると
ころがうちはやっていると示せるほうがよいのではないか。
・（義務化した場合に）診療所で部署を設置するということの正確性の担保という点に
は懸念がある。
・ 歯科は非常に零細な診療所が多く、専任的な職員を配置することは無理であり、義
務づけとなると難しい。
・ 「総合的対応の実施の有無」は見ようによっては、受け入れないというように捉えられる
恐れもあり、内容としては事務的な「サポート」を意味しているため、告示の記載をそのよう
に見直したほうがよいのではないか。
・ 昼間に外国語対応できる人がいても、夜はいないのが通常で、おそらく大学病院レベ
ルでもないのではないか。
・ 多言語音声翻訳システムについて、常時対応が可能か、とあるが、夜間の緊急対応
などを表してしまうのではないか。
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１. 外国人患者への対応（修正案）

厚生労働省令で

定めるもの

厚生労働大臣が

定めるもの
記載上の留意事項

２) 外国人の患者
の受入れ体制

1
診療時に対応するこ
とができる外国語の
種類

職員が外国語で対応できる、通訳者を配置して
いる、電話通訳サービスを契約している等によ
り、診療の一連の流れにおける主要な場面を含
めで、外国語での対応が可能な言語を記載す
る。ただし、定期的に（週１日以上）対応が可能
な日があるものに限る。
また、対応可能な時間帯等の特記事項があれ
ば記載する。多言語音声翻訳システム（言語を
入力すると自動で他の言語に翻訳して音声出
力するアプリ等）の機械による通訳は含まない。

2
多言語音声翻訳機器
システムの利用の有
無

多言語音声翻訳機器システムを利用した対応
が、部門を問わず、常時可能かどうか。

3

外国人の患者の受入
れに関するサポート
体制の整備総合的な
対応の実施有無

外国人の患者の受入れに伴い発生する特有の
業務（通訳の手配、医療費の支払いに関する調
整、他院への紹介、海外旅行保険会社とのやり
とり等）を総合的に担当する職員の配置又は部
署の設置により、外国人の患者の受入れに関
するサポート体制が整備されているかどうか。
職員の専任・兼任は問わない。

○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
（平成19年厚生労働省告示第53号）【病院の例】

○ 医療法施行規則（昭和33年厚生省令第50号）【病院の例】
詳細 記載上の留意事項

19 対応することができる外国語の種類
外国人の患者の受入れ体制

別表１の２） 報告義務の範囲
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外国人患者の受け入れ業務を行う職員又は部署について
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○「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」（※）において、「外国人患者の受入れ
を日々円滑に行うためには、外国人患者の受入れに伴い発生する特有の業務や役割を果たす担
当者や担当部署を決めておくことが大切」と明記（P42-45）

※「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」等での議論を経て、「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班（代表者 北川 雄光）
が2018年に作成、2019年改訂



外国人患者の受け入れ業務を行う専門職員又は部署について
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○令和元年度に実施した「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」において、「外国
人患者対応の専門部署」ありと答えたのは全病院の1.7％、「部署はないものの専門職員あり」と答
えたのは全病院の1.9％であった。

※令和元年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査の報告書P13より抜粋。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11202.html


